
「（仮称）新根岸地区土地利用検討業務委託」 

提案書評価基準 

 

１ 評価項目等 

評価項目及び各評価項目の着眼点等は、表１のとおりとする。 

 

２ 評価方法 

(1) 「業務実施能力等（業務実績、業務実施体制）」、「業務実施方針等」、「ワーク・ライ

フ・バランスに関する取組」については次のとおりとする。 

ア 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの最大３段階評価を行う。 

イ 評価点については、配点にＡ＝５点、Ｂ＝３点、Ｃ＝０点とする。 

例えば、表１において配点 10 点の項目の場合、 

評価がＡであれば評価点は 10×５/５ ＝ 10点 

評価がＢであれば評価点は 10×３/５ ＝ ６点 

評価がＣであれば評価点は 10×０/５ ＝ ０点 

ウ 評価の考え方 

表１のとおりとする。 

エ 類似の実績とは、以下の業務とする。 

過去10年以内において、地方公共団体等が実施するまちづくり分野における官民連携、将来ビジ

ョン、土地利用計画、地域地区等に係る業務で、応募者が本業務と類似する実績と判断するも

の。元請けとしての受注実績を対象とし、再委託による業務の実績は認めない。最新の実

績を優先する。 

 

(2) 評価に関する注意事項 

ア 「業務実施能力等（業務実績、業務実施体制）」、「ワーク・ライフ・バランスに関する取

組」については、１者ごとに事務局（都市整備局市街地整備部基地対策課）が採点を行い、

評価委員会で承認を行う。 

イ 「業務実施方針等」については、１者ごとに評価委員会の各委員が評価を行う。 

ウ 上記ア及びイの合計点数を全員分集計し、その「合計点」を当該提案者の評価結果とす 

る。 

エ 評価点は、評価委員会委員１名につき満点で122点とし、評価委員会委員全員の合計で732

点で満点とする。 

オ 「業務実施能力等（業務実績、業務実施体制）」、「ワーク・ライフ・バランスに関する取

組」を除き、評価委員会委員の半数以上がＣ評価とした提案については、原則として失格

とする。 

カ 評価点について最上位の者が２者以上同点になった場合は、評価委員会にて採択を行

い、最上位を決定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 1 評価項目及び各評価項目の着眼点 

評価項目 
( )配点 

評価項目の着眼点 Ａ Ｂ Ｃ 
配

点 

評

価 
評価
点 

業務実施能

力等 (20) 

業務実施体制 

・担当技術者の配置及び役割分担などが、本業

務の履行に際して十分な実施体制となっている

か 

十
分
で
あ
る 

妥
当
で
あ
る 

不
足
が
あ
る 

5 

 
  

予定技術者の類似の

実績と保有資格 

・本業務に従事する予定の業務責任者及び他の

技術者は、それぞれが担当する業務の内容に照

らして十分な資格及び実績を有しているか 

十
分
で
あ
る 

妥
当
で
あ
る 

不
足
が
あ
る 

10   

提案企業の類似の実

績 

・受注者として、本業務に類似した他の業務を

受注した実績があり、その内容は本業務に活用

可能な内容となっているか 

（キーワード：土地区画整理、地方公共団体施

行、民間企業誘致、エリアマネージメント、ま

ちづくり会社など） 

十
分
で
あ
る 

妥
当
で
あ
る 

不
足
が
あ
る 

5   

業務実施方

針等 (90) 

工程管理 

・業務の段階性や相互の関係性を理解し、実行

性のある実施工程となっているか 

・進捗管理や品質管理は、全体の業務工程を適

切にとらえ、業務遂行上のリスクや留意点を踏

まえた適切な体制及び時期が想定されているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

5   

まちづくりにおける

ポテンシャルの整理

と将来ビジョンの検

討（業務(1)） 

・対象地のポテンシャル整理と将来ビジョン検

討の手順は、上位計画や令和３年３月策定の

「根岸住宅地区跡地利用基本計画」、令和７年

度公表の「土地利用の方向性」のほか、歴史的

経緯など対象地における横浜市の取組や想定さ

れる事業全体のスケジュールを理解したうえで

明解に提示されているか 

・対象地のポテンシャルを分析し将来ビジョン

を検討する手順やアウトプットのイメージは適

切に示されているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

10   

土地利用計画と誘導

機能の検討（業務

(2)） 

・土地利用計画の検討手順は、将来ビジョンの

内容を具体的に反映できるものとなっているか 

・誘導機能の検討手順や想定する候補は、将来

ビジョンや土地利用計画の実現に向けた適切な

ものとなっているか 

・企業誘致の検討における関係者ヒアリングの

対象の選定は、将来ビジョンや土地利用計画、

想定される事業全体のスケジュールも考慮した

実現性のあるものとなっているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

30   

地域地区等規制誘導

方針の検討（業務

(3)） 

・対象地区における現状都市計画規制の整理及

び課題把握が適切に行われているか 

・規制誘導方針の検討にあたっては、導入可能

性がある様々な制度の特性を理解し、対象地に

適切な制度を導入するための適切な手順となっ

ているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

10   



民有地利活用方策の

検討（業務(4)） 

 

 

 

 

・民間土地所有者の土地利活用意向を整理し、

土地利用計画と整合した申出換地の検討を行

い、換地申出要領（案）をとりまとめるまでの

流れが適切に示されているか 

・民間土地所有者の土地利活用方策の検討方法

が適切に示されており、十分な選択肢を提供で

きるものとなっているか 

・土地利用を開始したあとの、まちづくりの持

続可能性を担保する実現可能な手法の検討が考

慮されているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

20   

森林公園ゾーンの整

備手法等の検討（業

務(5)） 

・整備イメージの検討手順は、与条件を的確に

捉えたうえで、別途検討される一等馬見所の利

活用との柔軟な連携も考慮したものとなってい

るか 

・整備手法の検討にあたっては、行政主体によ

る整備のほか、民間活力の導入など幅広い可能

性を視野に入れ、継続的な運用を担保する視点

が取り入れられているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

5   

その他 

・業務の目的達成に資する新たな提案があるか 

・社会的要請を踏まえた提案がなされているか 

優
れ
て
い
る 

妥
当
で
あ
る 

満
足
に
欠
け
る 

10   



評価項目 

( )配点 
評価項目の着眼点 Ａ Ｂ Ｃ 

配

点 

評

価 
評価

点 

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンスに関す

る取組 (12) 

次世代育成支援対策

推進法に基づく一般

事業主行動計画の策

定 

該当しているか 

策定し、労働

局に届出てい

る（従業員

101人未満） 

— 策定していな

い、又は策定

しているが従

業員101人以

上 

2   

女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する法律に基づく一

般事業主行動計画の

策定 

該当しているか 

策定し、労働

局に届出てい

る （ 従業員 

101人未満） 

— 策定していな

い、又は策定

しているが従

業員101人以

上 

2   

次世代育成支援対策

推進法に基づく認定

（くるみんマー

ク）、女性の職業生

活における活躍の推

進に関する法律に基

づく認定（えるぼし

認定、プラチナえる

ぼし認定）、又は、

よこはまグッドバラ

ンス企業の認定 

該当しているか 

いずれかにつ

いて認定され

ている 

— いずれも認定

されていない 

2   

青少年の雇用の促進

等に関する法律に基

づくユースエール認

定 

該当しているか 

認定されてい

る 

— 認定されてい

ない 

2   

障害者雇用促進法に

基づく法定雇用率 

2.5％の達成、又

は、障害者１人以上

の雇用 

該当しているか 

達成している

（従業員40人

以上）、又は

障害者を１人

以上雇用して

いる（従業員

40人未満） 

— 達成していな

い（従業員40

人以上）、又

は障害者を１

人以上雇用し

ていない（従

業員40人未

満） 

2   

健康経営銘柄、健康

経営優良法人（大規

模法人・中小規模法

人）の取得、又は、

横浜健康経営認証

のAAAクラス若しく

はAAクラスの認証 

該当しているか 

取得又は認証さ

れている 

— 取得又は認証さ

れていない 

2   

合計（122）    122   

 

 


